
　平成24年10月1日の労働者派遣法改正により、派遣元事業主は毎事業年度終了後、
マージン率を公開する事が義務付けられました。
　マージン率とは、派遣先から受け取る派遣料金に定める派遣料金と派遣労働者に
支払う賃金の差額の割合です。
　このマージン率は、以下の計算式で算出しております。
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　　　（当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する）

=
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※株式会社TSKでは法第30条の4第1項の労使協定を締結しています。
協定労働者の範囲（全派遣労働者対象）　協定書の有効期間：令和8年3月31日

派遣料金の平均額 15,792円　（１日8時間換算）
派遣社員の賃金の平均率 10,944円　（１日8時間換算）

教育訓練に関する事項
安全衛生・接遇・商品知識・ビジネスマ
ナー・その他資格取得支援など

派遣労働者の数 112名
派遣先の数 46社
マージン率 31%

マージン率 31%

株式会社TSK
令和7年4月22日

労働者派遣法に基づくマージン率の公開

マージン率計算式

派遣料金の平均額　-　派遣労働者の賃金の平均額
マージン率

派遣料金の平均額

当社マージン率

　　　　　　　　１５，７９２円　　-　　　１０，９４４円
マージン率

１５，７９２円


